
補  助  対  象  事  業 補助区分 備　　　　　　　　　考

府単独事業

活動組織対象
国1/2
府1/4
市1/4

資源向上活動（施設の長寿命
化）の加算（金額）における採
択基準は、採択後概ね５年を
経過した地区であり、かつ「農
空間づくり協議会」の認定を受
けた組織である地区であるこ
と。

１０/１００ 以内 ３０/１００ 以内

１０/１００ 以内 ２２．５/１００ 以内

１０/１００ 以内 30/100 以内

２０/１００ 以内 ３５/１００ 以内

２５/１００ 以内 ３７．５/１００ 以内

２０/１００ 以内 ３５/１００ 以内

２５/１００ 以内 ３７．５/１００ 以内

ため池取水施設 ２０/１００ 以内 ３５/１００ 以内

上記以外 ２５/１００ 以内 ３７．５/１００ 以内

５０/１００ 以内 ５０/１００ 以内

３７．５/１００ 以内 ４０/１００ 以内

２５/１００ 以内 ３７．５/１００ 以内

【特記事項】

　　・　受益地が農業振興地域内農用地の場合は、各事業の補助対象者への補助率が全体の９０/１００を超えない範囲まで補助することとする。
　　・　事業内容及び採択基準は大阪府耕地事業補助金交付要綱の定めによる。

農空間を活かそう事業

農道

府単独事業

農道以外

安心・安全な農空間事業

農業用施設の老朽化等によ
る災害を防止するため行うも
ので、ため池、水路の農業
用施設の改修

府単独事業
湛水被害を防除するため行うもので、排水路、排水機
場、排水樋門の新設・改修（地元に責任がないもの）

水質悪化による農作物への障害を防止するため行うも
ので、さく井や用排水の分離、底泥の除去

水難事故防止のため行うもので、フェンス、蓋、スクリー
ン等の新設及び改修

４．農空間保全地域整備事業

農空間をまもろう事業

農道

府単独事業

府　５０/１００以内

農道以外

３．災害復旧事業

農地災害復旧事業

国庫補助事業

基本補助率（国庫補助事業）
　農　　　 　地　５０/１００
　農業用施設　６５/１００
高率の補助率は災害暫定措置
法及び激甚災害特例法により
決定する。

農業用施設災害復旧事業

農地・農業用施設災害復旧事業査定設計委託事業

国庫補助事業

　全体（１００/１００）か
ら国及び府の補助率
を減じた残りの数値
に、二分の一を乗じて
得た数値以内とする。
ただし、全体の最大補
助率は９０/１００とす
る。

農業用施設災害関連事業

全体（１００/１００）から
国及び府の補助率を
減じた残りの数値に、
四分の三を乗じて得た
数値以内とする。ただ
し、全体の最大補助率
は９０/１００とする。

国庫補助事業

農のウォーキングロード整備事業

都市近郊農空間総合整備事業

交流ネットワーク総合整備事業

防災農地整備事業

防災農地整備事業

農業用河川工作物応急対策事業

オアシス構想推進事業 オアシス整備事業

いきいき水路整備事業

いきいき水路整備事業

まちづくり水路整備事業

土地改良施設修繕保全事業

中山間地域総合整備事業

中山間地域総合整備事業

実施計画策定事業

２．農地防災事業

ため池防災事業

ため池整備事業

水質保全対策事業

水質保全対策事業

ため池浚渫事業

資源向上（長寿命化）
加算 （金額）

田：4,400円/10a
×対象農用地面積

畑：2,000円/10a
×対象農用地面積

(直営施工を実施しな
い場合には、加算（金

額）に5/6を乗じる)

定額 （金額）
田：3,000円/10a

×対象農用地面積
畑：2,000円/10a

×対象農用地面積

定額 （金額）
田：3,000円/10a

×対象農用地面積
畑：2,000円/10a

×対象農用地面積

資源向上活動（地域資
源の質的向上を図る

共同活動）
田：2,400円/10a
畑：1,440円/10a

（本事業を５年間以上
実施した地区は、基本
単価に0.75 乗じた額と
し、多面的機能の増

進を図る活動に取り組
めない地区は、単価は
５/６ を乗じた額とす

る）

　　　別　表　１　　（ 国庫補助事業及び府単独補助事業 ）

事   業   内   容   及   び   採   択   基   準

農業集落排水事業

実施計画策定事業

農業集落排水事業

基盤整備促進事業

基盤整備促進事業

土地改良調整事業（安全施設整備）

農用地等集団化事業

農業集落計画策定事業

農村活性化住環境整備基本計画策定事業

農業集落地域土地利用構想策定事業

資源向上活動（地域資
源の質的向上を図る

共同活動）
田：2,400円/10a
畑：1,440円/10a

（本事業を５年間以上
実施した地区は、基本
単価に0.75 乗じた額と
し、多面的機能の増

進を図る活動に取り組
めない地区は、単価は
５/６ を乗じた額とす

る）

農空間多面的機能支払事業

補　助　率

市街化調整区域内農
地及び生産緑地を受
益地とする場合の補

助率

１．農空間整備事業

広域農道付帯土地改良事業

　全体（１００/１００）か
ら国及び府の補助率
を減じた残りの数値
に、二分の一を乗じて
得た数値以内とする。
ただし、全体の最大補
助率は９０/１００とす
る。

　全体（１００/１００）か
ら国及び府の補助率
を減じた残りの数値
に、四分の三を乗じて
得た数値以内とする。
ただし、全体の最大補
助率は９０/１００とす
る。

土地改良総合整備事業 調査設計事業

計画策定事業

農村総合整備事業

農村総合整備事業

実施計画策定事業

自然再生・環境保全推進事業

資源向上（長寿命化）
加算 （金額）

田：4,400円/10a
×対象農用地面積

畑：2,000円/10a
×対象農用地面積

(直営施工を実施しな
い場合には、加算（金

額）に5/6を乗じる)


